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QR
コード

取組イメージ（品目：米）

１

令和７年度当初採択事業者の取組事例
優良事例等掲載しておりますので、参考としてください。

生産コストの削減

✓ 国内外の産地との価格競争
で優位に立つため、米生産
の更なる低コスト化が必要

低コスト栽培の実証

✓ 多収品種を用いた水稲再生
二期作栽培の実証

収量と低コストの両立

✓ 慣行と比較し収量は20％
(105kg/10a)増加、生産
コストは16％(1,521円
/60kg）減少。

課題 取組 成果

輸送コスト低減に向けた対応

✓ 輸送費が高騰する中、輸送
コスト低減に向けた輸送体
系の見直しが必要

一元集荷拠点の設置

✓ 市場の近隣倉庫を賃借し、
従来との物流コストの比較

輸送コストの削減

✓ 集荷拠点を集約すること
で、コストが55％(8.5円
/kg)削減

品質向上に向けた

管理方法の転換

✓ ・ＡＩを活用した生育予測が
可能なシステムを導入し、
適期作業を実現。

需要に応じた品質向上

✓ 高品質な米の需要に対応す
ることが必要

精米の品質向上を実現

✓ 生育予測の活用で刈遅れ
が減少し、整粒歩合が向上
した。

「生産の転換」と「流通の転換」の取組を両方実施することが要件となっています！

事業の
 内容

詳細版

＼まずは組織化！／

経済連等
都道府県

農協等 物流会社

輸出商社
（協議会構成例）

① 都道府県
② 都道府県、市町村、農林漁業者、食品等製造事業者、食品等流通事業者、
輸出事業者、商工業者の組織する団体、金融機関等により構成された協議会

事業
実施者



補助対象経費

（注）
・ 認定フラッグシップ輸出産地の補助上限額引き上げを利用する場合は、輸出推進体制の組織化に関する費用は対象となりません。
・ 生産方法の転換や集荷・船積み方法の転換といった輸出産地形成のための転換を実施しない取組、海外でのプロモーション等の販路開
拓に要する国庫補助金額が、上限額（国庫補助金合計の20％以内）を超える取組は、本事業の支援の対象となりません。

２

[輸出支援課1]宮地
ある程度列挙しているので、第４の１の書きぶりと統一してここは等は不要ではないでしょうか？
[浅野2]以下猪狩班長より
想定外のものがあるかもしれないので、後々全然読めないというより逃げの「等」は入れておいて問題ないのであれば、そのまま入れておいてほしいと思います。
[宗猪3]了
[浅野4]北澤班長の指摘を受けて修正（調査等旅費も同様）
[浅野5]北澤班長の指摘を受けて修正（調査等旅費も同様）

費目 細目 内容
備品費 ・事業を実施するために直接必要な試験、検証及び調査に係る備品の購入に要する経費 

ただし、リース・レンタルを行うことが困難な場合に限る。
賃金等 ・事業を実施するため直接必要な業務を目的として、間接補助事業者が雇用した者に対

して支払う実働に応じた対価（日給又は時間給）及び通勤に要する交通費並びに雇用に
伴う社会保険料等の事業主負担経費

事業費 会場借料 ・事業を実施するために直接必要な会議等を開催する場合の会場費として支払われる経
費（装飾費含む）

通信運搬費 ・事業を実施するために直接必要な郵便、運送、電話等の通信に係る経費
借上料 ・事業を実施するために直接必要な実験機器、事務機器、通信機器、ライセンス、農業機

械・施設、ほ場等の借上経費
印刷製本費 ・事業を実施するために直接必要な資料等の印刷製本に要する経費

資料購入費 ・事業を実施するために直接必要な図書、参考文献の購入に要する経費

資機材費 ・事業を実施するために直接必要な次の経費
・検証ほ場の設置、検証や管理等に係る資機材費（通常の営農活動に係るものを除く。）

消耗品費 ・事業を実施するために直接必要な以下の経費
・短期間（補助事業実施期間内）又は一度の使用によって消費されその効用を失う低廉な
物品の経費
・USB メモリ等の低廉な記録媒体 ・実証試験等に用いる低廉な器具等 
・本事業の実施のために設置した協議会の協議会公印作成費

ほ場管理費 ・ほ場管理に必要な経費
情報発信費 ・国内外で情報発信を実施するための経費（調査費、商品の改良費、プロモーション費、研

修費、商品代、出展料、食材等購入費・輸送・保管費（荷積み、通関等に必要な経費含む）、
広報費（システム開発費、広告費、ポスター、パンフレット、映像等）等 ）

研修等参加費 ・事業を実施するために直接必要な研修等の参加に要する経費

輸送・保管費 ・国内で事業を実施するために直接必要な資機材や物品の輸送、保管、荷積み、通関等に
要する経費

旅費 委員旅費 ・事業を実施するために直接必要な会議の出席、技術指導、商流構築等を行うための旅
費として、依頼した専門家や海外から訪れる検査官、海外バイヤー等に支払う交通費、
宿泊手当、宿泊費、諸雑費等の 経費

調査等旅費 ・事業を実施するために直接必要なプロジェクト参加者等が行う資料収集、各種調査・検
証、会議、打合せ、技術指導、研修会、成果発表等の実施に必要な交通費、宿泊手当、宿
泊費、諸雑費等の 経費

謝金 ・事業を実施するために直接必要なプロジェクト参加者等が行う資料整理、補助、専門的
知識の提供、マニュアルの作成、原稿の執筆、資料の収集等について協力を得た人に対
する謝礼に必要な経費

委託費 ・本事業の交付目的たる事業の一部（例えば、事業の成果の一部を構成する調査の実施、
取りまとめ等）を他の者に委託するために必要な経費

役務費 ・事業を実施するために直接必要かつそれだけでは本事業の成果とは成り得ない分析、
試験、実証、検証、調査、制作、加工、改良、通訳、翻訳、研修、デザイン等を専ら行う経費

雑役務費 手数料 ・事業を実施するために直接必要な謝金等の振込手数料
租税公課 ・事業を実施するために直接必要な委託の契約書に貼付する印紙に係る経費

転換等
助成費

・生産者が転換先品目や栽培法を導入するために新たに必要となる種子・種苗、農薬及び
肥料、生産資材等の経費（本事業による生産の転換が実施された後、事業実施期間にお
いて未収益となる期間に要する経費の一部も支援）



R6補正との違い ◎審査時のポイント加算項目が増えました！
（以下の取組をすることで、本事業の採択がされやすくなります）

・間接補助事業者等が、当該事業の申請時まで に輸出事業計画の認定を受けており、かつ申請時点で
 当該事業計画を遂行していること。

・「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（個別規範）」に係るチェックシートを実施している
 事業場であること。

・大ロット化に伴う流通体系の転換に係る取組として、地方の港湾・空港の活用に取り組む事業実施計画
 であること。

・生産費を考慮した価格形成が行われる事業実施計画であること。

・次の①又は②のいずれかに該当する場合。
① 労働安全衛生マネジメントシステム規格であるISO45001、JISQ45001又はJISQ45100の

 認証を受けていること。
② 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針に基づく取組を行っていることについて

 労働安全衛生コンサルタント（国家資格）の確認を受けていること。

・主たる参画事業者が、食品産業の輸出向けＨＡＣＣＰ等対応施設整備緊急対策事業又は食品産業の輸出

向けＨＡＣＣＰ等対応施設整備事業の実施地区にてプロジェクトを行う事業実施計画であること。

・間接事業者等が、食品等物流合理化緊急対策事業のうち輸出物流構築事業の実施地区にてプロジェクト  
を行う事業実施計画であること。

・間接事業者等が、みどりの食料システム法の環境負荷低減事業活動実施計画又は特定環境負荷低減事
業活動実施計画の認定を受けた農林漁業者、及びみどりの食料システム法の基盤確立事業実施計画の認
定を受けた者が、プロジェクトに参加する事業実施計画であるこ と。

・みどりの食料システム法の環境負荷低減事業活動実施計画、特定環境負荷低減事業活動実施計画、又は
基盤確立事業実施計画のいずれかの認定を受けていること。

･受益面積の過半が、農業経営基盤強化促進法の地域計画において「将来像が明確化された地域計画」で
あり、かつ輸出の取組が当該計画に記載されていること。

・間接補助事業者等のうち、農業を営む者の過半が、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の
 活用の促進に関する法律に規定する生産方式革新事業活動の実施に関する計画の認定を受けているこ 
と。

・間接補助事業者等のうち農業を営む者の過半が、スマート農業技術活用促進法の生産方式革新事業
 活動の実施に関する計画の認定を受けていること。

・輸出先国、地域における規制や条件の変更その他輸出産地の輸出への影響（事業者の責めに
   帰さない事由による影響に限る。）が見込まれること

・主たる参画事業者が、農業経営基盤強化促進法の農業経営発展計画の認定を受けており、かつ輸出の
  取組が当該計画に記載されていること。

・みどりの食料システム戦略推進交付金を活用して策定した有機農業実施計画または「オーガニック
 ビレッジの創出による有機農業産地づくりの更なる推進について」に基づき認定された有機農業実施
 計画に、間接補助事業者等が位置づけられており、かつ輸出の取組が当該計画に記載されていること。

・ 間接補助事業者又は主たる参画事業者のいずれかの者が広域リージョン連携推進要綱に規定する
「広域リージョン連携ビジョン」に位置づけられた施策を策定し、かつ当該ビジョンに輸出の取組
  が記載されていること。

３

カ 間接補助事業者又は主たる参画事業者のいずれかの者が、当該事業の申請時まで
に輸出促進法に基づく輸出事業計画の認定を受けており、かつ申請時点で当該事業計
画を遂行している者（当該計画の変更に係る認定を申請中の者を含む）であること。
キ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（個別規範）」に係るチェック
シートを実施している事業場であること。
ク 大ロット化に伴う流通体系の転換に係る取組として、地方の港湾・空港の活用に
取り組む事業実施計画であること。
ケ 生産費を考慮した価格形成が行われる事業実施計画であること。
コ 次の（ア）又は（イ）のいずれかに該当する場合
（ア） 労働安全衛生マネジメントシステム規格であるISO45001、JISQ45001又は
JISQ45100の認証を受けていること。
（イ） 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針（平成11年労働省告示第53
号）に基づく取組を行っていることについて労働安全衛生コンサルタント（国家資
格）の確認を受けていること。
サ 主たる参画事業者が、食品産業の輸出向けＨＡＣＣＰ等対応施設整備緊急対策事
業又は食品産業の輸出向けＨＡＣＣＰ等対応施設整備事業の実施地区にてプロジェク
トを行う事業実施計画であること。
シ 間接補助事業者又は主たる参画事業者のいずれかの者が、食品等物流合理化緊急
対策事業のうち輸出物流構築事業の実施地区にてプロジェクトを行う事業実施計画で
あること。
ス 間接補助事業者又は主たる参画事業者のいずれかの者が、環境と調和のとれた食
料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律（令和４年法
律第37号。）第19条第１項に規定する環境負荷低減事業活動実施計画、第21条第１項
に規定する特定環境負荷低減事業活動実施計画又は第39条第１項に規定する基盤確立
事業実施計画のいずれかの認定を受けていること。
セ 受益面積の過半が、農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号。）第19条第
１項に規定する農業経営基盤の強化の促進に関する計画（以下、「地域計画」とい
う。）における「将来像が明確化された地域計画」であり、かつ輸出の取組が記載さ
れていること。
ソ 間接補助事業者とその参画事業者のうち、農業を営む者の過半が、農業の生産性
の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律（令和６年法律第63
号。）第７条第１項に規定する生産方式革新事業活動の実施に関する計画の認定を受
けていること。
タ 輸出先国・地域における規制や条件の変更その他輸出産地の輸出への影響（事業
者の責めに帰さない事由による影響に限る。）が見込まれること。
チ 参画事業者又は参画事業者が出資する者のいずれかの者が、農業経営基盤強化促
進法（昭和55年法律第65号）第16条の２第１項に規定する農業経営発展計画の認定を
受けており、かつ当該計画に輸出の取組が記載されていること。
ツ みどりの食料システム戦略推進交付金を活用して策定した有機農業実施計画また
は「オーガニックビレッジの創出による有機農業産地づくりの更なる推進について
（令和７年10月30日付け７農産第3153号農産局長通知）」に基づき認定された有機農
業実施計画に、間接補助事業者又は主たる参画事業者のいずれかの者が位置づけられ
ており、かつ輸出の取組が当該計画に記載されていること。
テ 間接補助事業者又は主たる参画事業者のいずれかの者が広域リージョン連携推進
要綱（令和７年９月２日付け総行行第４２５号自治行政局長通知）に規定する「広域
リージョン連携ビジョン」に位置づけられた施策を策定し、かつ当該ビジョンに輸出
の取組が記載されていること。

※間接補助事業者：当該事業では都道府県や協議会形式で事業を実施する者を言います。
※主たる参画事業者：間接補助事業者が実施する事業に主として参画する事業者を言います。



Q&A

輸出事業計画は必ず作らなければならないですか。

○ 当該事業を実施している期間内に、新規で輸出事業計画の作成をいただく必要があります。ただし当

該事業の採択前に、既に輸出事業計画を作成されていた場合は、事業実施期間内に変更届を出してい

ただきます。いずれにしても期間内に新規作成または変更届をだしていただく必要がありますので、輸

出事業計画の作成等は早めに着手願いします。

補助の対象となる経費の具体例を教えてください。

○ 詳細については、 前頁のとおりですが、その中には以下の費用も含まれます。

・GLOBALG.A.P.やMEL認証など相手国が求める認証等の取得費用や研修費用等

・輸出相手国が義務付けている選果場や園地の登録費用や検査官の招へい費用等

・国内外の見本市の出展費用やバイヤーの招へい費用等（ただし国庫補助金合計の20％以内を上限と

します。

本事業（大規模輸出産地モデル形成等支援事業（当初予算））と、GFP大規模輸出産地生産基盤強化プ

ロジェクト（補正予算）の違いは何ですか。

○ 当初予算では複数年にわたる取組を支援することに対し、補正予算では、単年度の取組を支援して

います。なお、複数年にわたる取組を支援することとしていますが、募集は年度ごととなります。

本事業では、機器の購入や施設整備は可能ですか。

○ 本事業は機器の購入や施設整備は補助対象外（購入額が概ね１００万円以下である備品については

審査時に検討 ）です。ただし、リースによる機器の導入は可能です。その場合、最大で交付決定～事業

終了日までのリース費用を補助対象とすることができます。

応募サイト・募集期間・お問合せ先

【募集期間】
令和〇年３月〇日（〇曜日）～３月〇日（〇曜日）
【お問合せ先】
GFP大規模輸出産地生産基盤強化プロジェクト補助金運営事務局
（株式会社マイファームモノユニット内）
担当：渡部 TEL: 080-7476-4483 （受付時間09:30～17:30※）
※土・日曜日、祝日は翌営業日以降の対応とさせていただきます。

【応募サイト】https://myfarm.co.jp/export/daikibosanchi06hosei/
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このほか御質問等がございましたら、以下にお問い合わせください。

４

輸出事業計画を作成する者は、必ず補助事業の申請者になりますか。

○ 輸出事業計画の作成者は、基本的に当該事業を申請してきた者になります。ただし、都道府県や協

議会の名称で申請しにくい場合等しかるべき理由があれば、本事業を実施している主たる事業者名

等で申請することは可能です。このような場合は申請前に、以下の事務局に御相談ください。

本事業にて実証事業を行い、うまくいかなかった場合ペナルティはありますか。

○ 当該事業を活用し、生産や流通の転換の実証事業をしていただきますが、結果が必ずしもうまくいく

とは限りません。うまくいかなかった場合は、なぜうまくいかなかったのかについて原因を分析いた

だき、その後の協議会等の取組に生かしていただくことになります。なお、本事業の終了時に成果報

告会を開催し、事業者の皆様には補助事業を実施いただいた期間の結果について報告をいただきま

す。

FS輸出産地の4,500万円の上限引き上げは誰が対象となるのでしょうか。

○ 以下の申請者がFS輸出産地の4,500万円の上限引き上げ対象となります。
①フラッグシップ（FS）輸出産地として新規で認定を受けており、その産地の主たる事業者
が初めて当該事業の補助 上限枠の優遇措置を希望し、規程の上乗せ条件をクリアした場
合
②当該事業のを既に活用している事業者で、補助事業の実施期間中にその事業者を含む産
地がFS輸出産地として認定され、次年度の申請にて、当該事業者が補助上限枠の優遇措置
を希望し、規程の上乗せ条件をクリアした場合
③既にFS輸出産地の認定を受けており、その産地の主たる事業者が、当該年度は一般枠で
事業を遂行していたも
のの、次年度以降、補助上限枠の優遇措置を初めて希望し、規程の上乗せ条件をクリアし
た場合
④既に認定FS輸出産地となっており、当該年度の公募時にFS枠にて補助上限の優遇措置
で申請したものの、審査
の結果一般枠で採択となった事業者が、次年度以降、補助上限枠の優遇措置を希望し、規
程の上乗せ条件をクリ
アした場合

○フラッグシップ輸出産地の認定を受けており初めて本事業の上限引き上げを希望する場合（以下、参考例）
①フラッグシップ輸出産地として認定を受けており、その産地の主たる事業者が本年度初めて本事業の申請を行う際
に、補助上限枠の優遇措置を希望

②本事業の継続事業者で、過去の本事業の実施期間中にその事業者を含む産地がフラッグシップ輸出産地として認定
され、本年度の申請にて、初めて補助上限枠の優遇措置を希望

③既にフラッグシップ輸出産地の認定を受けており、その産地の主たる事業者が、過去の年度は一般枠で本事業を遂
行していたものの、本年度、初めて補助上限枠の優遇措置を希望

④既にフラッグシップ輸出産地の認定を受けており、過去の年度の公募時にフラッグシップ枠にて補助上限の優遇措
置で申請したものの、審査の結果一般枠で採択となった事業者が、本年度補助上限枠の優遇措置を希望

https://myfarm.co.jp/export/daikibosanchi06hosei/


実施要領別紙第４の３（２）イ「専ら輸出向けに生産するために、生産拡大を行うものであるこ
と。」とは具体的にどういうことですか。

○国内向けに生産した農林水産物を、残留農薬基準等クリアできる国へそのまま輸出しているよ
うな事例は対象となりません。ターゲット国に対応した輸出のための防除暦や規格等に対応し
た何らかの取組を行い、専ら輸出向けに生産拡大を行う場合に要件の対象となります。

・耕作放棄地を、輸出先国の農薬規制に対応した圃場に開墾し、そこから
生産される農林水産物を輸出向けに出荷する場合。

・茶農家が、お茶畑の一部を有機茶生産専用にし、そこから生産される茶は
全量輸出向けにする場合。

大規模輸出産地モデル形成等支援事業実施要領（以下「実施要領」という。）別紙第４の３（２）ア
「輸出しようとする品目について、ターゲットとする輸出先国・地域の輸入量に占める我が国の
シェアが、過去３年にわたって５％を超えていないこと。」とは具体的にどういうことですか。また、
その根拠資料を提出する必要がありますか。

○輸出先国における全輸入量のうち日本からの輸入量の割合が５％未満である国が対象になります。

例えば、以下のとおり、タイ国にイチゴを輸出したい場合、タイ国におけるイチゴの全輸入量のうち、
日本の輸入量の割合が５％未満のタイ国は上記要件の対象です。逆に日本から近い香港には既に
イチゴはたくさん輸出されており、香港におけるイチゴの全輸入量における日本の輸入量は５％以
上ですので、その場合は対象外です。

○５％を超えていないことを示す根拠資料については、各事業実施主体においてご準備
の上提出願います。例えば、アメリカにおける日本のお茶の輸入量を知りたい場合は、
ＦＡＯ統計データ（無料）により検索可能です。

※上記例による検索は品目によりターゲットとなる国が検索できない場合があります。その場合
は他の統計データにより検索の上、御提出ください。  
※品目によって統計データが検索できない場合、有料によるデータにて検索できる場合があり
ます。ただし、上記根拠資料の提出ができない場合は、当該要件の対象外となることを御留意ください。

５

●タイ国におけるイチゴの輸入割合が多い国
（韓国３４．８％、オーストラリア３１．５％、米国１９．８％、・・日本３．９％）←○

●香港におけるイチゴの輸入割合が多い国
（日本40.8%、韓国25.6%、米国23.3％）←×
【上記はいずれもFAO統計データの２０２３年の数値にて判断】

Q&A(続き・・）

応募サイト・募集期間・お問合せ先

【募集期間】
令和８年４月22日（水曜日）～5月15日（金曜日）17時
【お問合せ先】
大規模輸出産地モデル形成等支援事業運営事務局
（株式会社マイファーム事業統括本部地域活性創出部官民共創課）
担当：渡部（わたべ） TEL: 080-7476-4483
（受付時間10：00～17:00） ※土・日曜日、祝日は翌営業日以降の対応とさせていただきます。

【応募サイト】
https://myfarm.co.jp/export/daikibosanchi08/

このほか御質問等がございましたら、以下にお問い合わせください。

【参考】
FAO統計データ
検索方法

事業HP
（農林水産省）

公募HP
（株式会社マイファーム）

（例）
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